
 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年は大災害が増加しており、近ごろ九州地方におきまして 

は地震が頻発しております。 

また、長崎市は南海トラフ地震防災対策推進地域にも指定さ 

れ、耐震化対策などが必要となっており、住まいについても常 

日頃からの備えが重要となります。 

そこで、木造住宅の耐震化に利用できる補助制度について 

ご紹介します。どうぞお気軽にご来場ください。 

 

 

○開催日時   令和 7年 7月 24日（木）  9：00～15：00 

 

〇場   所   長崎市役所 18階 西側エレベーターホール 

 
○内   容   木造住宅・ブロック塀に関する補助制度の紹介 

           パンフレットの配布 

※設計や工事業者の紹介はできません。 
 
○対 象 者   長崎市内に住宅をお持ちの方 

（S56.5以前建築の木造住宅に限る） 
 
○問い合わせ先 建築指導課（095-829-1174） 
 

 
～事前申込は必要ありません～ 

 補助制度の詳細はコチラ（HP）からも→  

 

 

 



地震に強い木造戸建住宅に！

「古い木造住宅だから、大地震が起こった時が心配…」

長崎市の補助金を使って耐震診断や

耐震補強工事をしてみませんか。

長崎市からのお知らせです

お気軽にお問い合せください！

長崎市建築指導課

☎095-829-1174

補助上限額 100万円
（工事費の80％）

(改修例）

壁の補強、屋根の葺替、現地建替

耐震補強・建替工事

対象は

木造戸建住宅
※昭和５６年５月３１日以前

に建築されたもの

自己負担額

23,000円
※これを超える額を助成

補助上限額 30万円
（工事費の23％）

家を基礎部分を含めて全て解体

除却工事

まずは

「耐震基準に

適合しない」

と診断

耐震診断


